
MAMIS入会届の申請手順
～スマートフォンでの登録手順～

MAMISログインページ
https://mamis.med.or.jp/login

最初に【ログイン】の画面にアクセスしてください。

日本医師会情報システム課会員情報室 V1.1（2026.05）

※PCでの登録方法も同様です。
（画面サイズ・レイアウトが異なります） １入会届の申請方法（マイページ作成済み（ログイン完了）の先生対象）



2入会届の申請方法（マイページ作成済み（ログイン完了）の先生対象）

先生のマイページから各医師会への【入会届】の申請ができます。

マイページの各種申請より【入会届】をタップします。

【入会届】をタップします。

ご自身で設定いただいた
・ログインID
・パスワード
でログインしてください。

ログインID・パスワードを入力し、ログインします。



郡市区等医師会

都道府県医師会

日本医師会

入会届の申請方法（マイページ作成済み（ログイン完了）の先生対象） ３

必須項目を入力していきます。

※ご所属の医師会によって、PDFの提出や履歴書が必要になる場合
があります。

ご入会の際は、まずは事前に最寄りの郡市区等医師会へ入会手続きに
ついてお問い合わせください。

その上で、MAMISの申請をお願いします。

都道府県を選択

市区町村名（該当医師会名）を選択

① 所属施設の所在地から

都道府県・郡市区等医師会
を選択してください。

↓
【検索】をタップします。

② 入会する

    医師会に
チェックします。

③ 会員区分
を選択します。

（参考）会員区分について

・どの区分にあたるかは
郡市区等医師会・都道府県医師会によって異なります。

それぞれの医師会にご確認ください。

・医師会にチェックすると、 会員区分基準の説明 が表示されます。

・日本医師会のAが付く会員区分は、医師賠償責任保険が付帯しています。

A①  ：病院・診療所の開設者、管理者およびそれに準ずる会員
一日医医賠責保険加入 126,000円

A②（B）：上記A①会員およびA②会員（C）以外の会員
  ー日医医賠責保険加入 31歳以上：64,000円/30歳以下：39,000円

A②（C）：医師法に基づく研修医
  ー日医医賠責保険加入 21,000円



入会届の申請方法（マイページ作成済み（ログイン完了）の先生対象） ４

必須項目を入力していきます。

⑤ 所属施設を選択します。

・【所属施設を選択】にチェックし、
所属施設名の一部を入力(全角)すると、
該当の医療機関名が表示されるので選択
します。

・または【自宅会員】にチェックします。

・医療機関名が表示されない場合、
または未定の場合は、
【未定、もしくは上欄に登録がない施設】に
チェックし、施設名 or 未定を入力します。

④ 入会希望年月日
を入力します。

※カレンダーをタップして
選択

⑥ 施設・業務
を入力します。

※ご自身の所属施設・
役職等によって異なります。
【選択ボタン】より、
該当するものを選択して
ください。

⑦ 入力が完了したら
【確認画面に進む】
をタップしてください。



入会届の申請方法（マイページ作成済み（ログイン完了）の先生対象） ５

入力内容の最終確認を行います。

郡市区医師会

都道府県医師会

今後、【追加入会】や【異動】（施設の異動、会員区分の
変更）等、MAMISを通じて申請していただけます。

郡市区等医師会

都道府県医師会

yyyy/mm/dd

入会を申請します。

確認画面で
入力内容の最終
確認を行います。

不備がなければ
【入会を申請する】
をタップしてください。

申請後は、マイページTOPより
申請ステータスの確認ができます。

最終確認～入会申請の完了

ご登録のメールアドレスに、入会届を
受け付けたメールが送信されます。
申請内容が記載されていますので
ご確認ください。
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